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　市制施行60周年を迎えた行田市の魅力を再発見でき
る「行田ものしり博士クイズ」。
　全問正解者の中から毎月抽選で、市内で採取した行
田のおいしい水「古代蓮の雫」1ケース（500mlペッ
トボトル24本入り）を1人に、郷土博物館と古代蓮会
館の入館券（各2枚）をセットにして5人にプレゼント
します。クイズに答えてあなたも行田ものしり博士に
なりましょう。

問１　市役所と産業文化会館の間に整備されている小
路の名前は何でしょう？

　Ⓐ浮き城小路　　Ⓑ忍びの径　　Ⓒ浮き城の径

問２　国道125号線の歩道に設置してある昔懐かしい
子供たちの遊びをテーマにした童銅人形は、何体あ
るでしょう？

　Ⓐ13体　　Ⓑ26体　　Ⓒ39体

問３　市報ぎょうだで、毎号1歳の誕生日を迎えるお
子さんを紹介しているコーナーのタイトルは？

　Ⓐわが家のアイドル　　Ⓑはじめまして　　
　ⒸHello! Baby!!

▶応募方法　①クイズの答え②住所③氏名④電話番号を
明記し、はがきまたはＥメールで広報広聴課「行田も
のしり博士クイズ2月号」係。

 【はがき】〒361－8601 行田市本丸2－5 
 【Ｅメール】kohoquiz@city.gyoda.lg.jp
▶応募要件　応募は一人一通
▶締め切り　2月26日（金）（必着）
▶そ の 他　全問正解者多数の場合は抽選とします。当選

者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきま
す。「古代蓮の雫」の当選者には引換券を送付します。
なお、正解は市報ぎょうだ4月号で発表します。

▶問い合わせ　同課広報広聴担当（内線318）

 「行田ものしり博士クイズ」12月号の正解
 【問１】Ⓐ下町愛宕神社 　【問２】Ⓐキタミソウ　
 【問３】Ⓒはすのこ 

　容器や包装を利用して商品を販売する事業者や容器を
製造・輸入する事業者などは、容器包装リサイクル法に
より特定事業者として再商品化（リサイクル）の義務が
あります。特定事業者に該当し、自主回収による再商品
化(リサイクル)を行わない場合は、再商品化委託申し込
みの手続きをしてください。

特定事業者とは
　次の業務を行い、売上7,000万円以上ありかつ
ガラス、ペットボトル、紙、プラスチックの素材を
使っている事業者
・「容器」「包装」を利用した中身の販売
・「容器」の製造
・「容器」および「容器」「包装」が付いた商品の
　輸入販売
※特定事業者に該当するかどうかは、（財）日本容

器包装リサイクル協会コールセンター（☎03
－5251－4870）または同協会ホームページ
（http:///www.jcpra.or.jp）でご確認ください。

▶申し込み・問い合わせ　行田商工会議所☎556－41
　11または同協会ホームページ

再商品化（リサイクル）の義務のある特定事業者の皆さんへ

再商品化委託申し込みを
受け付けています


